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第１章 計画策定にあたって

第１節 計画策定の目的及び背景

わが国の自殺者数は平成１０年以降、平成２３年度まで１４年連続で３万人を超える状

態が続いていました。こうした背景の中、平成１８年に｢自殺対策基本法｣が制定され、翌

年｢自殺総合対策大綱｣が策定されました。平成２８年４月には自殺対策基本法が改正され、

法第１３条において、市の責務として自殺対策計画を定めることが示されました。

また、平成２９年には自殺総合対策大綱が改正となり、自殺総合対策の基本理念として

｢誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す｣ことを掲げ、

①生きることの包括的支援として推進する

②関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む

③対応の段階に応じて、レベルごとの対策を効果的に連動させる

④実践と啓発を両輪として推進する

⑤国・地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明確化し、その

連携・協働を推進する

の５点を基本方針として施策を推進することとしています。

「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」であり、年間自殺者数は減少傾向にあるも

のの、非常事態はいまだ続いており、地域レベルの実践的な取組をＳＰＤＣＡサイクルを

通じて推進するという基本認識の元、和光市では、国の定める自殺総合対策大綱を踏まえ、

包括的な支援体制及び関連施策の連動、地域レベルでの実践的な取組を強化して、効果的

に自殺対策を推進していくために、自殺対策の方針と目標、施策を明確にした和光市自殺

対策計画を策定し、｢誰も自殺に追い込まれることのない和光市｣の実現を目指します。



5

２節 計画の位置づけ及び他計画との関係

本計画は自殺対策基本法に基づく国や県の自殺対策施策や計画等を指針としながら、市

政運営の基本方針である「第四次和光市総合振興計画」及びその部門別計画である「地域

福祉計画」、「健康わこう 21計画」等、保健・福祉・医療の分野別行動計画との整合をはか
り、和光市健康づくり基本条例が掲げる理念に基づき、本市における自殺対策の総合的な

計画としての目標、施策などを示したものです。
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第３節 計画の期間

本計画は第１期の計画期間を平成３０年度から平成３４年度までの５年間とし、以降 5
年ごとに次期計画の策定を行います。

また、制度の改正等があった際には、必要性に応じて、見直しを行うこととします。

西暦 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

平成 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年 ３１年 ３２年 ３３年 ３４年 ３５年 ３６年 ３７年 ３８年 ３９年 ４０年 ４１年

和光市自殺対策計画

（第１期）（計画期間：５年）
第２期 第３期

西暦 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

平成 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年 ３１年 ３２年 ３３年 ３４年 ３５年 ３６年 ３７年 ３８年 ３９年 ４０年 ４１年

健康わこう２１計画

（計画期間：１０年）

平成20～29年度

第二次健康わこう２１計画

計画期間：１０年
第三次

第二次和光市食育

推進計画（計画期

間：２年）

第三次和光市食育推進計画

計画期間：１０年
第四次

和光市自殺対策計画
（第１期）（計画期間：５年）

第２期 第３期

和光市国民健康保険

保健事業実施計画（計

画期間：２年）

第２期和光市国民健康保険保健事業実施計画

(データヘルス計画）

（計画期間：６年）

第３期

第２期和光市特定健康診査

等実施計画（計画期間：５年）平

成25～29年度

第３期和光市特定健康診査等実施計画

（計画期間：６年）
第４期

【新規】第１期和光市国民健

康保険事業計画（計画期間：

３年）

第２期 第３期 第４期

第三次和光市地域福祉計画

（計画期間：５年）

第四次和光市地域福祉計画

（計画期間：５年）
第五次

第６期和光市長寿あんしんプ

ラン（計画期間：３年）

第７期和光市長寿あんしんプ

ラン（計画期間：３年）
第８期 第９期 第１０期

和光市生活困窮者自立支援計画

（計画期間：５年）
第２期 第３期

第四次和光市障害者計画

（計画期間：４年）

平成26～29年度

第五次和光市障害者計画

（計画期間：３年）
第六次 第七次 第八次

第４期和光市障害福祉計画

（計画期間：３年）

第５期和光市障害福祉計画

（計画期間：３年）
第６期 第７期 第８期

第１期わこう子ども・子育て支援事業計画

（計画期間：５年）

第２期わこう子ども・子育て支援事業計画

（計画期間：５年）
第３期

保

健
・

医

療

分

野

保

健
・

福

祉

分

野
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第４節 計画の策定体制

本計画は、幅広く市民の意見を得るために、保健・福祉の有識者及び公募市民等で組織

された「第二次健康わこう 21計画・和光市自殺対策計画策定委員会」において協議を行
い、和光市健康づくり基本条例に定める健康づくりに関する重要事項を審議するヘルスソ

ーシャルキャピタル審議会において審議・諮問を行いました。

あわせて、策定委員会はすべて公開・傍聴者の受入をすることで、協議内容の透明性

を保つと共に、計画策定内容についてパブリックコメントを実施し、意見の集約・周知

を図っております。
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第２章

計画の理念・目標・方針
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第２章 計画の理念・目標・方針

第１節 基本理念･目標

■ 基本理念

≪地域包括ケアシステムの機能強化による自殺防止対策の推進≫

和光市では地域福祉計画に掲げる基本理念｢地域課題を解決するための自助・互助・共

助・公助を基本とした地域福祉を推進するまちづくり｣に基づき、福祉分野の施策展開の際

には、地域の課題を地域の中で解決する地域包括ケアシステムの構築を念頭に置いた取組

を進めています。

自殺は様々な要因が複合的に連鎖するため、対症療法的な支援で解決することは困難で

あり、地域における多制度・多職種による効果的な支援が必要であることから、「地域包括

ケアシステムの機能の強化による自殺防止対策の推進」を基本理念として、「誰も自殺に追

い込まれることのない和光市」を目指します。

【国の定める数値目標（自殺総合対策大綱）】

自殺総合対策大綱において、国は平成３８年までに自殺死亡率を、平成２７年１８．５

（人／１０万人あたり）から、先進諸国同様水準の１３．０（人／１０万人）以下まで、

３０％以上減少させることを目標としています。

和光市においては、国の自殺死亡率を大きく下回っていますが、国の定める基準を踏ま

え、平成２７年 自殺死亡率７．５（人／１０万人あたり）を、平成３８年までに３３．３％

減少させ、自殺死亡率５．０（人／１０万人）、自殺者数４人以下にすることを当初目標と

し、本計画を効率的・効果的に推進することで、最終目標である「誰も自殺に追い込まれ

ることのない和光市」を目指します。

表１ 国及び和光市の目標値

平成２７年

（現状値）

平成３８年

（目標値）
効果

国

（自殺死亡率）
１８．５ １３．０以下 ３０％減

和光市

（自殺死亡率）
７．５ ５．０以下 ３３．３％減

和光市

（自殺者数）
６人 ４人 ３３．３％減
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第２節 基本方針

■ 基本方針

１ 自殺に至る可能性の高い経路（危機経路）上のリスクを持つ者を、各領域において

早期段階で発見できる仕組みを構築する。

自殺は複数のリスクが連鎖的・重層的に深刻化した結果として生じる可能性が高いと

いう調査結果があり、自殺対策におけるポイントを「予防」「発見」「支援」の３点と捉

えることができます。

そこで本計画では、特にリスクが深刻化する前に「発見」し、複数のリスクが複合す

る前の早期段階における「支援」の段階に着目し、地域包括ケアシステムの機能強化に

より、この段階の取り組みを重点化する仕組みの構築を推進します。

２ 危機経路上の複合的な課題を解決し、自殺に至る経路を絶つ。

自殺の背景には、経済・仕事、健康、子育て・看護・介護、学校などさまざまな領域

における複数の課題があり、それら課題が複合的に影響していることがわかっています。

したがって、自殺に至る危機経路を絶つことが重要であり、既に複数の課題を抱えてい

る人については、その複合的な課題に対する包括的な「支援」により、個々の課題を解

決することが重要です。

そこで本計画では、和光市が持つ他の行政計画とも連携し、生活領域ごとに、課題解

決に向けた取組を強化していきます。



11

【参考】 自殺の危機経路

（ＮＰＯ法人ライフリンク「1000 人実態調査」より

「自殺の危機経路」事例 （「→」＝連鎖。「+」＝併発）

【失業者】①失業→生活苦→多重債務→うつ状態→自殺

②連帯保証債務→倒産→離婚の悩み＋将来生活への不安→自殺

③犯罪被害（性的暴力など）→精神疾患→失業＋失恋→自殺

【労働者】①配置転換→過労＋職場の人間関係→うつ状態→自殺

②昇進→過労→仕事の失敗→職場の人間関係→自殺

③職場のいじめ→うつ病→自殺

【自営者】①事業不振→生活苦→多重債務→うつ状態→自殺

②介護疲れ→事業不振→過労→身体疾患＋うつ状態→自殺

③解雇→再就職失敗→やむを得ず起業→事業不振→多重債務→生活苦→自殺

【主婦など（就業経験のない無職者）】

①子育ての悩み→夫婦間の不和→うつ状態→自殺

②DV→うつ病＋離婚の悩み→生活苦→多重債務→自殺

③身体疾患＋家族の死→将来生活への不安→自殺

【学生】 ①いじめ→自殺

②親子間の不和→ひきこもり→うつ状態→将来生活への不安→自殺

自殺は、平均すると４つ

の要因が複合的に連鎖し
て起きている

職場環境
の変化

職場の

人間関係

過労

事業
不振

被虐待

高校
中退

非正規

雇用

失業
身体

疾患

DV・
性暴力

うつ状態
精神疾患

生活苦

自　　殺

家族の

不和

負債

子育て
の悩み

ひきこもり

いじめ

進路に関する悩み
失恋
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第３章

現状と課題
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第３章 現状と課題

第１節 自殺者の現状

１ 自殺死亡率及び自殺者数の推移

平成２１年から２８年までの、自殺死亡率の推移について、国及び埼玉県の自殺死亡

率は平成２１年から減少傾向にあり、２８年までの８年間で約８％前後減少しています。

また、国と県で数値的に大きな差異は無い状況です。

一方、和光市における自殺死亡率は、平成２３年や平成２６年等一時的に前年を大き

く上回り、特に平成２３年においては、県平均を上回るなど数値が大きく変動しました

が、概ね国・県の死亡率を大きく下回っています。自殺死亡率の推移についても、平成

２１年から平成２８年までの８年間で約２％減少しています。また、和光市の自殺者数

の推移を見ると、最大値が平成２３年１８人（死亡率２３．６８）、最小値が平成２７年

６人（死亡率７．５）、８年間の平均値は１０．８人、８年間の総数は８７人となってい

ます。

※自殺死亡率：人口１０万人あたりの自殺死亡者数

図１ 自殺死亡率の推移（全国、埼玉県、和光市の比較）

【（出典）自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（内閣府および厚生労働省）】
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２ 男女別の自殺者数の推移及び構成比

平成２１年から２８年のうち、平成２２年と平成２５年を除いて、男性の自殺者数が

女性の自殺者数を上回っており、８年間の総数においても男性５２人、女性３５人と男

性が女性を１７人上回っています。

図２ 和光市の男女別自殺者数の推移

また、和光市における平成２１年から２８年の自殺による死亡者の性別構成割合は男

性６０％、女性４０％となっており、全国（男性６９％、女性３１％）、埼玉県（男性

６８％、女性３２％）と比べるとやや女性の割合が高くなっています。
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【（出典）自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（内閣府および厚生労働省）】

59.8%
68.0% 69.0%

40.2%
32.0% 31.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

和光市(n=87) 埼玉県(n=12,213) 国(n=219,546)

男性 女性

図３ 自殺死亡者の性別構成比（全国、埼玉県、和光市比較）

【（出典）自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（内閣府および厚生労働省）】
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３ 「性別×年代別」の特徴

平成２１年から２８年において、年代別の自殺者数をみると、３０代が２０人と最も

多く、次いで６０代の１７人、４０代の１３人となっています。３０代から５０代にお

ける自殺者数は４４人と、全体の約半数を占める一方、６０歳以降の高齢層においても

３０人と全体の３０％強となっており、３０歳以降の自殺者数が自殺者全体の約８５％

を占める現状となっています。

年代別の傾向について、男女間で顕著な差はありませんが、女性においては未成年の

自殺者が２名存在します。

【（出典）自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（内閣府および厚生労働省）】

図４ 和光市の「性別×年代別」自殺者数
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４ 「原因・動機」について

自殺に至る原因・動機はさまざまであり、また単独の原因ではなく複数の原因による

ことも多いため、一律の原因・動機の特定は困難ですが、平成２１年から２８年までの

遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機について集計を行っ

ています。

（１）健康問題 ５９人 ６７．８％

（①うつ病以外の精神疾患 19人 21.8％ ②うつ病 18人 20.9％ ③身体の病気 14人 16.1％）
（２）経済・生活問題 １６人 １８．３％

（①生活苦 5人 5.7％ ②多重債務 4人 4.6％ ③就職失敗 3人 3.4％）
（３）勤務問題 ９人 １０．３％

（①仕事疲れ 3人 3.4％ ②職場の人間関係、その他の勤務問題各 2人各 2.3％）
※原因・動機は自殺者１人につき３つまで計上可能としているため、総和は自殺者数合計とは一致しま

せん。

●大別すると、自殺の要因は心身の不調に起因するもの・金銭に起因するもの・仕事に

起因するものの３つに分類されます。

●健康問題が男女共に最大多数ですが、心身の不調のうち、精神的なものについては、

他の要因（金銭問題・人間関係等）により精神に不調をきたしているものが相当数含

まれると考えられます。

●経済問題については、自殺者数の多い３０代～５０代の男性が７５％（１２／１６）を占

めています。

うつ病の重症化を予防するために、精神不安の原因となる課題の解決のための取組を行い

ます。
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【（出典）厚生労働省自殺対策推進室 特別集計】

図５ 和光市の「性別×原因・動機別」自殺者数
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５ 自殺未遂歴の有無

自殺者のうち自殺未遂の経験があった人は、１８．４％（８７人中１６人）、自殺で亡く

なった人のおよそ５人に１人に上ります。

自殺未遂者に対して、再度の自殺企図を防止をする仕組みが必要です。

あり

5人

14.3%

なし

24人

68.6%

不詳

6人

17.1%

(女性)
あり

11人

21.2%

なし

35人

67.3%

不詳

6人

11.5%

(男性)

図６ 和光市の自殺者のうち自殺未遂歴があった人の割合

【（出典）厚生労働省自殺対策推進室 特別集計】
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第２節 「孤立」の状況

平成２８年度「地域の絆と安心な暮らしに関する調査」の結果、孤立の割合は、性別

では男性が女性より２倍以上高く、年齢層別では若年層及び中年層が高くなっています。

高年層は他の年齢層より低いものの、約３０％が孤立しています。また世帯構成別では、

同居と独居では差がありませんでした。

高年層の特に男性は、若年層・中年層より割合は低いものの、退職を迎える時期であり、

仕事を通しての社会とのつながりがなくなり、地域での孤立化も懸念されるため、支援が

必要です。

※孤立の定義「別居家族や友人、近所との交流頻度が週 1回に満たない場合」
※若年「39歳まで」 中年「40歳～64歳」 高年「65歳以上」
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【（出典）平成２８年度地域の絆と安心な暮らしに関する調査】

図７ 和光市の性別・年齢層別・世帯構成別 孤立者の割合
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第３節 生活困窮者について

当市では年間延べ２,０００人超が、退職や失業により社会保険等から離脱し国民健康
保険に加入しています。会社の倒産や解雇、心身の不調による退職、起業、その他自己

都合による退職等、離職の理由はさまざまですが、その中には、今現在、生活困窮状態

にある人や今後、長期離職が続くなどで、将来的に生活困窮状態に陥る人の存在が想定

されます。

税金や公共料金の滞納時、国民健康保険加入や失業給付手続時、状況によっては生活

困窮の相談等さまざまな場面において、各部署で個別のアセスメントは行われています

が、その後の支援について、マネジメントが統合されていない状況があります。

表２ 和光市の生活保護受給相談件数及び開始件数

表３ 和光市の社会保険離脱後国保加入者

【出典：和光市社会援護課データおよび健康保険医療課事業月報データ】

国保窓口や就労支援窓口、生活困窮の相談等各窓口で個別に把握した生活困窮のリスクに

ついて、その窓口のみでの個別対応をはかるのではなく、統合型のマネジメントでその後

の生活支援を行っていきます。

項 目 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

生活保護受給相談件数（延べ） 154 134 148

生活保護開始件数 61 92 89

項 目 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

社会保険を離脱し、国保に加入した人 2，390 2，409 2，299
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第４節 精神障害者保健福祉手帳の現状

●年齢別・精神障害者保健福祉手帳推移（各年４月１日時点）について

全年齢区分において増加傾向（図８）にある中で、１８歳から６４歳までの合計が

２６８人から３６３人（３５．４％増）と大きく増加しています。特に１８歳~３９歳
までは、９１人から１４４人（５８．２％増）と増加が顕著です。

等級別推移（図９）についても全体的に増加傾向です。過去５年間で約１．４倍の

増加率となっており、特に３級は１１４人から１８６人（６３．２％増）と増加率が

特に高くなっており、稼動年齢層における軽度精神障害者が増加していることがわか

ります。

若年層から中年層で軽度の精神障害がある人のうち、特に自殺につながりやすいうつ病やうつ傾向

にある人に対して、自殺予防の観点から将来を見据えた社会復帰に向けてのケアマネジメントを行

っていきます。

図８ 精神障害者保健福祉手帳 年齢別推移

【（出典）和光市第５期障害福祉計画より抜粋】
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第４章 施策

第１節 事業の体系

１ 自殺の「予防」と「発見」のための取組

自殺のリスク要因となりやすい生活上の課題に対して、その課題ごとに「自助・互

助・共助・公助」の視点から、支援施策を分類し、その施策ごとに「予防」と「発見」

をすすめていきます。

２ 把握したハイリスク者に対するケアマネジメントの実施

（１）課題の抽出

（２）課題解決に向けたケアプランの検討

（３）ケアチームの編成

（４）課題の解決状況を重視した評価

○各種貸付（生活福祉資金等）

経済・生活／仕事領域 健康領域 家庭領域 学校領域

・生活苦 ・うつ病 ・育児 ・学業不振

・債務/多重債務 ・身体の病気の悩み ・家族関係の不和等 ・いじめ

・就職失敗 ・その他の病気の悩み ・被虐待 ・不登校

○生活保護給付 ○医療費助成 ○母子手帳交付○乳児家庭全戸訪問 ○学校教育

○住宅給付金給付 ○障害者手帳交付 ○乳幼児定期健診○子育て世代包括支援センター事業 ○学習支援

○就労支援(ハローワーク・自立相談支援) ○保育園・幼稚園事業○女性保護○児童保護 ○障害者手帳交付

○市税・納税相談 ○地域包括支援センター事業

○失業給付 ○国民健康保険加入　○介護保険申請・給付 ○子どもの医療費給付

○国民健康保険加入 ○自立支援医療給付

○介護予防事業（まちかど健康相談室等） ○ファミリーサポート事業 ○民生委員・児童委員、地区社協、ヘルスサポー

○家計再建支援 ○民生委員・児童委員、地区社協、ヘルスサポー ○ホームスタート事業 　ター、介護予防サポーター等地域活動

○民生委員・児童委員、地区社協、ヘルスサポー 　ター、介護予防サポーター等地域活動 ○民生委員・児童委員、地区社協、ヘルスサポー

　ター、介護予防サポーター等地域活動 　ター、介護予防サポーター等地域活動

○無料法律相談 ○医療機関受診  ○薬局での薬剤処方 ○メール・電話相談（民間団体等） ○メール・電話相談（民間団体等）

○市自殺予防サイト（ホームページ開設） ○スクールカウンセラー、教育相談員

○健康ガイド配布○健康診査○出張講座 　さわやか相談員による相談

○健康相談○メール・電話相談（民間団体等）

※「自助・互助・共助・公助」について

　　○自助：自分のことを自分ですること（市場サービスの購入も含まれる）　○互助：相互に支え合うこと（ボランティア活動や住民組織の活動等）

　　○共助：社会保険制度及びサービスのような相互扶助（介護保険等）　   ○公助：税による公の負担（生活保護等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【（出典）平成25年3月地域包括ケア研究会報告書】

課題

公助

共助

互助

自助
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第２節 事業の展開

１ 自殺のリスクを有する人を早期に発見・支援するための取組

■事業概要

各領域の各経路において、初回対応時およびモニタリング時におけるアセスメン

トにより、自殺のリスクを持つ人を早期に発見し、そのリスクとなる課題を解決す

るために多制度・多職種によるマネジメントに基づき、チームケアによる支援を行い

ます。

■事業の内容

【領域① 経済・生活／仕事領域における生活困窮の課題】

（１）失業の段階

１）失業により社会保険等から国民健康保険への切替時の発見支援

【初回対応】

社会保険等を離脱し、国民健康保険の加入手続きをする者に対して、健康保険

医療課窓口において、相談者チェックシート（アンケート形式）を用いて、半

年以内の就労の意向等今後の生活状況についてアセスメントを行います。

【モニタリング】

上記の聞き取りをした者に対して、半年後の就労状況や国保税の納付状況を確

認し、生活困窮リスクを把握します。

２）就労支援時の発見支援

【初回対応】

失業および転職による就労支援を受ける者に対して、ハローワーク、和光市く

らし・仕事相談センターにおいて、生活状況の把握、アセスメントを行います。

【モニタリング】

上記の聞き取りをした者に対して、和光市くらし・仕事相談センターにおいて

は就労定着状況の確認し、生活困窮リスクを把握します。

（２）生活困窮に陥った段階

１）税金等の滞納時の発見支援

【初回対応】

税金等の滞納者が滞納による納税相談を受ける時に、収納課窓口において、相

談者チェックシートを用いて、生活状況のアセスメントを行います。
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【モニタリング】

上記の聞き取りをした者に対して、納税計画に基づく納付状況を確認し、生活

困窮の状態を把握します。

２）家計再建相談時における発見支援

【初回対応】

家計に問題を抱える生活困窮者の家計相談時に、社会援護課、和光市くらし・

仕事相談センターにおいて、相談者チェックシートを用いて、生活状況のアセ

スメントを行います。

【モニタリング】

家計再建計画に基づく生活状況や家計管理能力の向上を確認し、生活困窮の状

態を把握します。

【領域② 健康領域における疾病・健康不安の課題】

（１）健康不安に対する発見支援

【初回対応】

うつ病等の精神疾患について自立支援医療の申請をする者ならびに身体疾患お

よび精神疾患についての健康相談をする者に対して、社会援護課ならびに健康保

険医療課は、相談者チェックシートを用いて、健康不安や精神的課題および経済

的課題へのアセスメントを行います。

【モニタリング】

上記の聞き取りをした者に対して、１年後の自立支援医療更新時および健康相談

後１週間、２週間、１か月後（状況に応じて個別に設定）に、精神的課題および

経済的課題の状況を確認し、健康不安等のリスクを把握します。

（２）関係機関における発見支援

１）医療機関・薬局における発見支援

【初回対応】

医療機関受診者および薬局来所者に対して、医療機関、薬局は心身の状態のほ

か生活状況を把握し、アセスメントします。また症状等に応じて、かかりつけ

医と精神科医等で連携をします。

【モニタリング】

上記の者のうち、ハイリスクな要因を持つ者については、治療の状況や生活状

況を把握します。

２）介護保険事業における発見支援

【初回対応】

被介護者と介護者である家族に対して、介護保険事業者は当該事業利用時や相
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談時において、相談者チェックシートを用いて、被介護者と介護者の心身およ

び生活状況についてアセスメントします。

【モニタリング】

上記の聞き取りをした者に対して、定期的に心身および生活状況を確認します。

３）ニーズ調査

【初回対応】

保健福祉部各課のニーズ調査回答者の回答内容およびヘルスサポーター等に

よる未回収訪問時の生活状況の把握内容のアセスメントを行います。

【モニタリング】

上記の調査において、回答内容等からハイリスクな要因を持つ者に対して、

電話もしくは訪問により、定期的に生活状況を確認します。

【領域③ 家庭領域における子育て・家庭内不和の課題】

（１）母子健康手帳交付時における発見支援

【初回対応】

母子健康手帳の交付時に交付を受ける者に対して、地域包括ケア課、子育て世

代包括支援センターにおいて、相談者チェックシートを用いて、妊娠・出産に至

るまでの生活環境等についてアセスメントを行います。

【モニタリング】

上記の聞き取りをした者のうち、妊娠出産についてハイリスクな要因を持つ者に

対して、定期的に生活状況の確認をします。

（２）乳児家庭全戸訪問（通称：こんにちは赤ちゃん訪問）による発見支援

【初回対応】

出生から生後４か月までの乳児のいる全家庭に対する訪問時において、子育て世

代包括支援センターは、うつ病のチェックリストを用いたスクリーニングを行い、

産後うつの発見に努めます。また、生活状況についてもアセスメントを行います。

【モニタリング】

産後うつに該当しない者で、ハイリスクな要因を持つ者に対して、定期的に生

活状況を確認します。

（３）乳幼児健診における発見支援

【初回対応】

乳幼児健診を受診する親子に対して、ネウボラ課は健診受診時に、健診用問診表

を用いて、子どもの発育発達状況および親の育児の状況や生活状況についてアセ

スメントを行います。
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【モニタリング】

上記の受診をした者のうち、子どもの発育発達上の問題や親の病気などハイリス

クな要因を持つ者について、ネウボラ課、地域包括ケア課及び子育て世代包括支

援センターは連携して、定期的に生活状況の確認をします。

（４）ネウボラ事業における発見支援

【初回対応】

ネウボラ事業（プレパパママ学級、赤ちゃん学級等）参加者に対して、ネウボラ

事業者（子育て世代包括支援センター等）は、相談者チェックシートを用いて、

親の育児ストレスや不安、子どもの発育発達等についてアセスメントを行います。

【モニタリング】

上記の聞き取りをした者のうち、育児ストレスや不安が強い者に対して、事業参

加の１週間後、２週間後、１ヵ月後（状況に応じて個別に設定）に 育児ストレ

スや不安等の状況を確認します。

（５）虐待・ＤＶケースにおける発見支援

【初回対応】

被虐待者、被ＤＶ者に対して、申告時に地域包括ケア課、ネウボラ課、長寿あん

しん課、地域包括支援センター、子育て世代包括支援センター等は、本人の身の

安全の確保とともに相談者チェックシートを用いて、状況のアセスメントを行い

ます。また警察と連携します。

【モニタリング】

上記の者に対して、適宜生活状況を確認します。

（６）ひとり親家庭における発見支援

【初回対応】

ひとり親家庭の医療費助成制度や児童扶養手当等の申請をする者に対して、ネウ

ボラ課は、相談者チェックシートを用いて、生活状況についてアセスメントを行

います。

【モニタリング】

上記の聞き取りをした者に対して、６か月ごとに制度利用の状況を確認し、生活

困窮リスクを把握します。

（７）保育園・幼稚園における発見支援

【初回対応】

園児とその保護者について親の育児ストレスや生活困窮等が疑われる場合、保育

園および幼稚園は、生活状況についてアセスメントを行います。

【モニタリング】

上記の聞き取り等をした者に対して、親子の毎日の生活の状況を確認します。
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【領域④ 学校におけるいじめ・不登校・学業不振の課題】

●いじめ・不登校・学業不振等がある場合の発見支援

【初回対応・モニタリング】

児童・生徒および保護者に対して、定期的なアンケートを行い、いじめや学業不

振、家庭環境等に課題が発生していないかについてアセスメントを行います。

【モニタリング】

定期的なアンケートのほか、不登校児童・生徒など課題を持つ児童・生徒に対し

て、管理職・教諭・養護教諭・スクールカウンセラー・教育相談員・さわやか相

談員による校内会議を定期的に行い、状況の把握と確認をします。、
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２ 把握したハイリスク者に対するケアマネジメントの実施

自殺対策においては、自殺そのものを問題にするのではなく、自殺に至る可能性の高

い経路（危機経路）に即して、自殺のリスクとなる生活上の課題を解決することによっ

て、その危機経路を絶ち、自殺を防ぐという仕組みが必要です。

和光市では、本計画に基づき実施する自殺に至る可能性の高い経路（危機経路）上の

複合的な課題解決のために行う個別支援は、多制度・多職種によるケアマネジメントの

手法を用いて行います。地域コミュニティケア会議を中心とした地域包括ケアを効果的

に機能させ自殺予防につなげます。

ケアマネジメントは、生活全体のアセスメントによる課題の抽出に始まり、その課題

の解決に向けた支援策の検討を経たプランニング（ケアプラン）に基づき、多制度・多

職種によるチームケア（ケアチームの編成）により、課題解決に向けた役割を明確化し

て、具体的な支援（ケアプランの実行）を行います。ケアプランに基づく目標の達成状

況等については、モニタリング（アウトカムを重視した評価）を行い、ケアプランに定

めた目標の達成状況等の評価を行った後、達成できなかった事項については、その要因

を追求し、再度のアセスメントを実施するというサイクルにより支援を実践します。

課題が解決できなかった事項について再度アセスメント

アセスメント

①問題の抽出

アセスメント

①問題の抽出

アセスメント

①問題の抽出

アセスメント

①問題の抽出

アセスメント

①問題の抽出

アセスメント

①問題の抽出

アセスメント

①問題の抽出

アセスメント

①問題の抽出

アセスメント

①問題の抽出

アセスメント

①課題の抽出

プランニング

②問題解決に

向けたケアプ

ランの作成

プランニング

②問題解決に

向けたケアプ

ランの作成

プランニング

②問題解決に

向けたケアプ

ランの作成

プランニング

②問題解決に

向けたケアプ

ランの作成

プランニング

②問題解決に

向けたケアプ

ランの作成

プランニング

②問題解決に

向けたケアプ

ランの作成

プランニング

②問題解決に

向けたケアプ

ランの作成

プランニング

②問題解決に

向けたケアプ

ランの作成

プランニング

②問題解決に

向けたケアプ

ランの作成

プランニング

②課題解決に

向けたケアプ

ランの検討

チームケア

③ケアチー

ムの編成

チームケア

③ケアチー

ムの編成

チームケア

③ケアチー

ムの編成

チームケア

③ケアチー

ムの編成

チームケア

③ケアチー

ムの編成

チームケア

③ケアチー

ムの編成

チームケア

③ケアチー

ムの編成

チームケア

③ケアチー

ムの編成

チームケア

③ケアチー

ムの編成

チームケア

③ケアチー

ムの編成

モニタリング

④評価

モニタリング

④評価

モニタリング

④評価

モニタリング

④評価

モニタリング

④評価

モニタリング

④評価

モニタリング

④評価

モニタリング

④評価

モニタリング

④評価

モニタリング

④課題解決状

況を重視した

評価
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【ケアマネジメント事例－１】

（１） 失業により健康保険医療課窓口で社会保険等から国民健康保険への切替時に、相

談者チェックシート（アンケート形式）を用いて、生活状況（１年以内に就労する

意思や準備の有無等を含む）を確認します。

（２） （１）の結果、喫緊の課題がない場合は、健康保険医療課において国保税納付状

況のモニタリングから国保税滞納等の生活困窮状態が疑われる状況の早期発見に努

めます。

（３） （１）の結果ならびに（２）のモニタリングにおいて、喫緊の課題が出来した場

合（「疾病・障害等により独力の就労活動が困難な状態」「失業給付や預貯金がなく

当面の生活維持が困難」等）は、健康保険医療課は地域包括ケア課へ報告をします。

（４） 地域包括ケア課は、課題に対して「治療・障害特性を踏まえた専門員による就労

支援」「就労後の職場定着支援」「生活資金の貸付」等のケアプランに基づき、多制

度・多職種によるチームケアにより、課題の解決に向けて、具体的な支援を一体的

に提供していくため、コミュニティケア会議を実施します。

課題は、「失業」に端を発した「生活苦」「うつ病」という自殺のリスクの連鎖が

進むほどに深刻化し、課題解決の困難さが増すため、早期の支援開始に努めます。

（５） チームケアによりケアプランに定めた支援実施後、課題解決状況を重視した目標

の達成状況の評価を行います。目標を達成できない時は、その要因を追求し、再度

アセスメントを行い、ケアプランを再考します。

自殺に至る

危機経路　： 失業 生活苦/多重債務 うつ病 　自殺
アセスメントの

機会：
社会保険離脱国保加入時
ハローワーク等就労支援時

生活困窮相談時
債務等法律相談時

保健センター等によるうつ病相談
自立支援医療申請時
精神障害者手帳申請時

国保税の納付状況等

定期的モニタリング

想定される課題

例①
疾病・障害等により、独力の就労活動が困難

想定される課題

例②
失業給付や預貯金が無く、当面の生活維持が困難

①-1 治療･障害特性を踏まえた専門員による就労支援

①-2 就職後の職場定着支援

② 生活福祉資金(貸付)等の活用等による生計の維持

想定される課題①
重度のうつによる生活

困難

①-1 生活保護による自立支援

①-2 入院支援⇒地域定着支援

喫緊の

課題なし
喫緊の

課題あり

(就労可能
な状態 )

喫緊の

課題あり

(就労可能
な状態 )

喫緊の

課題あり

(就労可能
な状態 )

税滞

納等

生活

困窮

あり

喫緊の

課題あり

(就労ができ
ない状態)

ケアプラン

ケアプラン

回復の状況に応じた社会復帰支援

欝の

深刻化
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【ケアマネジメント事例－２】

（１） 子育て世代包括支援センターは乳児家庭全戸訪問事業（通称：こんにちは赤ちゃ
ん訪問）での訪問時に、子育て等に関するリスクを判定するチェックシートを用い
て、産後うつ等の早期発見を行います。

（２） （１）の結果、喫緊の課題がない場合は、ネウボラ課およびネウボラ事業者は乳
幼児健診等のネウボラ事業においてモニタリングを行い、子育ての悩みの深刻化や
母親の精神状態の不安定さが疑われる状況の早期発見に努めます。

（３） （１）の結果および（２）のモニタリングにおいて、喫緊の課題が出来した場合
（「子どもの病気や発達上の問題による子育ての困難さ」「親の病気・障害や育児能
力の不足による子育ての困難さ、親の気質や暴力」等）は、ネウボラ課およびネウ
ボラ事業者は地域包括ケア課へ報告をします。

（４） 地域包括ケア課は、課題に対して「子どもの特性を踏まえた発達支援」「わこう版
ネウボラ事業での親支援のためのコーディネイト」等のケアプランに基づき、多制
度・多職種によるチームケアにより、課題の解決に向けて、具体的な支援を一体的
に提供していくため、コミュニティケア会議を実施します。
課題は、「子育ての悩み」に端を発して、自殺のリスクの連鎖が進むほどに深刻化

し、課題解決の困難さが増すため、早期の支援開始に努めます。

（５） チームケアによりケアプランに定めた支援を実施した後、課題解決状況を重視し
た目標の達成状況の評価を行います。目標を達成できない時は、その要因を追求し、
再度アセスメントを行い、ケアプランを再考します。

自殺に至る

危機経路　：  子育ての悩み 家庭の不和 うつ病 　自殺
アセスメントの

機会　：
乳児家庭全戸訪問
乳幼児健診

わこう版ネウボラ事業

女性相談
法律相談

保健センター等による心身の相談

保健センター等によるうつ病相談
自立支援医療申請時
精神障害者手帳申請時

ネウボラ事業等におい
てモニタリング

想定される課題

例①
子どもの病気や発達上の問題による子育ての困難さ

想定される課題

例②

親の病気・障害や育児能力の不足による子育ての困難

さ、親の気質や暴力

① 　子どもの特性を踏まえた発達支援

②-1 わこう版ネウボラ事業での親支援のためのコーディネイト

②-2 子どももしくは母子の保護

想定される課題①
重度のうつによる生活

困難

①-1 入院支援⇒地域定着支援

①-2 子どもの保護

喫緊の

課題なし
喫緊の

課題あり

(家庭での育
児が可能もし

くは不可能な

状態)

喫緊の

課題あり

(家庭での育
児が可能もし

くは不可能な

状態)

喫緊の

課題あり

(家庭での育
児が可能もし

くは不可能な

状態) 喫緊の

課題あり

(育児が不
可能状態)

ケアプラン

ケアプラン

回復の状況に応じた社会復帰支援

欝の

深刻化

子育ての悩み

の深刻化あり
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３ 自殺予防のための取組

和光市では自殺予防のために、次の対策に取組みます。

（１）不安・悩みに対する相談窓口の充実と周知。

（２）自殺に対する理解の促進。

■事業の内容

（１）不安・悩みに対する相談窓口の充実と周知

１）行政機関および関係機関の窓口等で自殺予防のためのリーフレットを作成・配

布し、市ホームページ「自殺予防サイト」や健康ガイド（全戸配布）に相談窓口

案内を掲載します。

【保健福祉部各課・課税課・収納課・地域包括支援センター・子育て世代包括支

援センター・各関係機関】

２）子どもが直接相談できる機会の普及・啓発

チャイルドライン・２４時間子供ＳＯＳダイヤル、子どもの人権ＳＯＳミニ

レター等を周知します【教育委員会・各学校】

（２）自殺に対する理解の促進

１）学校を通した教育・指導 【教育委員会】

①教育活動全体における道徳・人権教育

児童生徒が発達段階に応じ、自他の生命の尊さについて考えることができる

教育の継続と推進。

②保健学習におけるこころの健康に関する指導

ＳＯＳの出し方に関する教育、こころの健康の保持に係る教育およびその一

環としてヘルスサポーターによる本の読み聞かせの継続と推進。

③いのちの標語の作成

２）自殺予防週間（９月）・自殺対策強化月間（３月）での普及・啓発活動の実施

【健康保険医療課】

３）市のホームページに自殺予防サイトの開設

【健康保険医療課】【再掲】
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４ 自殺未遂者の再度の自殺企図防止

（１）自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療部門に搬送された自殺未遂者に

退院後を含めて継続的に適切に介入する必要があります。自殺未遂者の深刻化し

ている自殺のリスク要因の解決に向けたケアマネジメントを実施していくため、

医療機関等との連絡調整に取組みます。

（２）自殺未遂者の再企図防止には、家族や身近な人の支援が重要です。しかし、自

殺未遂はその家族や身近な人々の心身にも影響を与えることから、その家族や身

近な人々を支えるための相談支援体制を構築いたします。

５ 自殺者の親族等に対する支援

自殺は本人だけでなく、家族をはじめ周囲の人々にも、さまざまな影響を与えます。

自殺した家族に扶養されていた人が生活困窮に陥ってしまうことや、その世帯の生活

困窮問題は残ったままなど、自殺に至った要因は、本人だけでなく世帯の問題であっ

たり、また、自殺によってその世帯に新たな問題が発生することもあります。

自殺者の親族等に対しても、自殺に至るリスク要因を有するケースとして、多制度・

多職種による包括的支援を適切に行っていく必要があります。

また、全国自死遺族総合支援センター等、相談や支援を行っている機関、窓口の周

知も行っていきます。
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すべての部署がアセスメントを行い、複合的な課題

が発見された場合は、他制度・多職種のチームケ
アにより一体的な支援を提供し、解決を図る。

複合的・潜在的な課題の発見が迅速になり、
必要サービスを適切に受けられる。

コミュニティケア会議

ケアプランの応援支援

地区社協・民生委員

　　市役所

　　圏域包括支援センター
　　　各種ケアマネジャー

　外部助言者

和光市社会福祉協議会

社会福祉法人就労支援 保健・医療基盤

ハローワーク

医療機関
かかりつけ医

保育園　　

幼稚園

　　調剤薬局

地域定着支援

※水平統合：地域のサービス基盤の効果的連携

2 

NPO法人

地域包括ケアシステムは
住まいの確保が前提

　　専門病院

　　保健所
　　保健センター

ヘルス・介護予防
認知症の各サポーター

学校・教育基盤

学校

～和光市の地域包括ケアの概念図（自殺予防対策）～　　　　　　（

警察

　いのちの電話

消防

経営者協会

水平統合

教育支援

センター
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第 3節 体制整備・人材育成

今後、和光市における自殺の予防、自殺リスク要因を有する人の発見及びその後の支

援を実施するマネジメントの質を確保していくためには、自殺予防対策に関わる人材の

専門性を高めていくことが必要となります。

そこで、和光市では座学による研修とＯＪＴを人材育成の両輪として、より専門性の

高い人材育成に努めます。

１ 座学による研修（知識の習得）

（１）市役所の保健福祉関係担当職員、税関係担当職員、ヘルスサポーター等地域活動

をする者について、自殺予防に関する専門的な知識の習得のほか、ハイリスク者早

期発見と解決のための方策等を習得します。

（２）個別マネジメント担当者について、アセスメント能力・ケアプラン作成能力・支

援調整・評価となるモニタリング能力を深めることによって、個別支援の質の向上

をはかります。

２ 実践による育成

（１）市役所の保健福祉関係担当職員、税関係担当職員、ヘルスサポーター等地域活

動をする者について、その現場において、対象者に対して柔軟かつ的確に対応で

きるよう、発展的な能力開発の機会を設けることで、個人のスキル向上をめざし

ます。

（２）個別マネジメント担当者について、コミュニティケア会議等による実践的マネ

ジメントの理解として、ケアプランのプロセス管理等の能力向上をはかります。



35

第５章 計画の推進体制

１ 包括的なケアマネジメント

自殺の背景には、経済・仕事、健康、家庭等さまざまな領域における複数の課題があ

り、それらが連鎖的・重層的に深刻化した結果、自殺に追い込まれるといわれています。

自殺予防対策においては、自殺のリスクとなる課題を早期に発見し、複数の課題のひ

とつひとつを一体的に解決していくことが大変重要です。そのためには、保健福祉部各

課はもとより、税担当や保育担当など関係各課との横断的な連携のほか、ハローワーク

や医療機関、薬局など外部の関係機関との連絡・調整も必要です。地域における多制度・

多職種による効果的な支援を行っていくため、コミュニティケア会議を通じて、一体的

なケアマネジメントを行っていきます。

２ 「Ｓ‐ＰＤＣＡ」サイクルの構築・運営

３ ｢ヘルスソーシャルキャピタル審議会」の設置・運営

計画の充実・見直し・機能の適正化を図るため、和光市健康づくり基本条例第１５条の

規定に基づき、計画策定後の計画の充実・見直し・機能の適正化を図る会議として設置し

ます。

学識経験者、関連団体代表者、公募市民等により構成され、計画に掲げた取組の進捗状

況等を踏まえ、計画の推進のための方策等を検討します。

調査(SURVEY)　　　　　　　　　　　　　
警察庁自殺データ・ニーズ
調査等から現状把握を行

い、課題を明らかにする。

計画（PLAN)　　　　　　　　　　　　　　
和光市自殺対策計画策定

委員会において事業計画
を決める。

実行（DO）　　　　　　　　　　　　　　　　
計画内容に沿って、各施

策を実施する。

評価（CHECK)　　　　　　　　　　　　　
計画に沿って施策が実

施されているかを検証し
評価する。

改善（ACT)　　　　　　　　　　　　　　　
必要があると認められる

場合は、計画の見直し等
を実施する。


